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研究員の視点

　世界各国でシェアリングエコノミーの普及
が急速に進む中、日本においても、住宅宿泊
事業法（民泊新法）が制定されるなど、新た
な動きがみられるようになってきた。運輸業
界においてもシェアリングエコノミーは広
がっており、その一つにライドシェアが挙げ
られる。
　本稿では、海外での事例も見ながら、ライ
ドシェアのメリット・デメリット、日本での
導入にむけた課題・展望について取り上げた
い。

ライドシェアの特徴
　ライドシェアは、Uber 発祥の地である米
国を手始めに、急速な広がりを見せ、世界各
国で新たな移動の選択肢として重要な役割を
果たすようになっている。いつでもどこでも
スマートフォンから配車手配ができるという
オンデマンド性や、タクシーに比べ比較的低
廉かつ需給に応じた柔軟な料金設定、利用者
とドライバーが相互にサービスや利用態度を
評価するレーティングシステムなどが受け容
れられ、急速に普及した。
　日本においては、まだ広く認知されている
とは言えない状況だが、海外滞在中にUber
等を利用して便利さに気づくという人も多
い。既に挙げた特徴に加え、スマートフォン

で事前に目的地を登録しておけば現地語を使
わなくてもドライバーに目的地を伝えること
ができ、支払いも事前に登録してあるクレ
ジットカードで決済すれば現金のやり取りが
不要、といった点が旅行者からも支持を集め
る要因となっている。
　一方で、課題もいくつか指摘されている。
ドライバーの健康管理や車両の点検整備が不
十分になる恐れや、事故が発生した時の責任
を誰がとるのかという指摘があり、また、利
用者とドライバーが見ず知らずの状態で乗り
合わせた結果、犯罪にまきこまれるケースも
海外では発生している。
　こうした問題に対し、行政やUber 等のプ
ラットフォーム側は、ドライバーに任意保険
の加入を義務付けたり、利用者・ドライバー
相互の評価システムなどを導入したりするな
どの対策を取っている。

日本におけるライドシェアの現状
　日本では、いわゆる狭義のライドシェア事
業（一般人が自家用車を用い、有償で他人を運送す
る形態。本稿ではこれをライドシェアと定義する。）

は道路運送法により禁止されたいわゆる「白
タク行為」にあたり、導入を求める声はある
ものの、一部の地域を除き認められていない
のが現状である。
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　Uber によるサービスは一部の地域で提供
されているものの、首都圏の一部におけるタ
クシー・ハイヤーの配車サービスに限定され
たものとなっている。また、「公共交通空白
地有償運送」として一般人が自家用車を用い
た有償運送が実施されている京都府京丹後市
丹後町・北海道中頓別町といった地域もある
が、あくまで過疎等によりタクシー等の公共
交通の維持が困難な地域に限定された措置と
なっている。
　経済団体等からは、新法を制定した上で、
ライドシェア事業を道路運送法の適用除外と
することを要望する声も上がっているが、利
用者の安全に関する懸念やタクシー事業者の
反発もあり、導入には至っていない。

海外における法整備
　これまで存在しなかったサービスであるラ
イドシェアに、既存の法律をそのまま当ては
めるのは困難であり、諸外国でも対応には苦
慮している。規制される特定の法律や必要な
ライセンスなどが必ずしも明確ではないま
ま、当局が黙認する中で、普及が進んでいっ
たというのが現在の多くの国での実情であ
る。また、日本と同様にライドシェア事業を
認めていない国や、かつては営業していたが
禁止された、という国も多く存在している。
　そのような中、いち早くライドシェアを新
たな業として認め、新たな法律を制定した国
が、米国と中国である。
　米国では、州単位・または都市単位で法
環境の整備が進んでおり、ライドシェアを
タクシーとは異なる TNC（Transportation 

Network Company）サービスという新たな
サービスと位置付け、Uber や Lyft などの
プラットフォームとドライバー双方に一定の

責任を課する仕組みが出来上がっている。
　安全性確保のため、ドライバーのバックグ
ラウンドの確認・年齢制限・一定年数の運転
歴・研修の実施・保険の加入などがプラット
フォームとドライバーに課される仕組みと
なっている。同様の法環境整備は、シェアリ
ングエコノミーを推進する中国でも既に行わ
れている。

アジアにおける勢力図
　Uber が北米を中心に、中南米・ヨーロッ
パ・中東など世界各国に勢力を広げている中
で、アジアでは地元勢の躍進も目立ってい
る。
　中国全土に展開する「滴滴出行」（ディディ

チューシン＝滴滴）は、同国内で圧倒的なマー
ケットシェアを取り、2016 年には Uber を
中国国内から撤退に追い込んだ。マレーシア
発祥でシンガポールに本拠を置く Grab も、
自国に加えフィリピン・ベトナム・タイ・
ミャンマー等でも広くサービスを展開してお
り、2018 年には、東南アジアからも Uber
は撤退することとなった。
　このほかにも、インドネシアにおける
Gojek、インドの Ola などアジアにおいて
は地元発祥のプラットフォームが利用者から
の人気を集めている。
　ライドシェア事業は、料金やサービス、機
能面でプラットフォーム同士の差を付けにく
く、最終的には、配車スピードに直結する台
数の多さや、監督官庁・行政やタクシー等の
既存事業者との調整・協力をいかに円滑に行
えるかがカギとなる。こうした面で、外資に
比べ優位に立った地元企業がアジアにおいて
は勢力を伸ばしているものと思われる。
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日本導入の可能性
　課題は数多く抱えているが、交通量の抑
制・少子高齢化対策・環境保護といった観点
からライドシェアには合理的な部分も多い。
　都市部はもちろん、タクシーの数が十分で
ない過疎地域や、二次交通が未発達な地方の
観光地等でも普及すれば、地方の公共交通維

持に向けた新たな選択肢にもなるだろう。加
えて、前述したライドシェアのメリットは、
増加する訪日外国人のニーズにも合致すると
ころが多い。
　利用者の安全を確保した上で、日本の実情
に合った形でライドシェアを導入するにはど
うすべきか、議論が進むことを期待したい。


